
7 広報おおふなと　令和８年１月20日号 67

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課
市
民
税
係（
☎︎
内
線
１
５
３
、１
５
４
）

市
民
税
・
県
民
税
申
告
受
付

相
談
が
始
ま
り
ま
す

令
和
８
年
度

期　　　日 会　　　場 時　　　間

２月16日（月） 末崎町ふるさとセンター 10：00～15：00

２月17日（火） 末崎町ふるさとセンター 10：00～12：00

２月18日（水）、19日（木） 三陸公民館 10：00～15：00

２月20日（金） 三陸公民館 10：00～12：00

２月24日（火）～３月13日（金）
※土曜・日曜・祝日を除く

シーパル大船渡 10：00～15：00

３月16日（月） シーパル大船渡 10：00～12：00

▪
申
告
書
を
送
付
す
る
人

　

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、

大
船
渡
市
に
住
民
登
録
し
て
い

る
18
歳
以
上
の
人
で
、
前
年
度

に
大
船
渡
市
で
市
民
税
・
県
民

税
の
申
告
を
し
た
人
（
確
定
申

告
を
除
く
）

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
な
く
て

も
、
必
要
な
人
は
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
、
附ふ

表ひ
ょ
う、

申
告
の
手

引
き
は
、
市
役
所
本
庁
税
務

課
、
三
陸
支
所
、
綾
里
・
吉

浜
地
域
振
興
出
張
所
に
備
え

付
け
て
い
る
ほ
か
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▪
個
人
住
民
税
は
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
告
で

き
ま
す
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
っ
て
、
ｅエ

Ｌル

Ｔタ
ッ
ク
ス

Ａ
Ｘ
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
経
由
で
申
告
手
続
き
が
可
能

で
す
。
詳
細
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
無
く
て
も
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
住
民
税
試
算
シ
ス

テ
ム
」
で
申
告
書
が
作
成
で
き

ま
す
。

▪
提
出
方
法

①
郵
送

②
市
役
所
窓
口
に
提
出

　

本
庁
税
務
課
、
三
陸
支
所
、

綾
里
・
吉
浜
地
域
振
興
出
張
所

③
申
告
受
付
相
談
会
場
で
提
出

※
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、

自
宅
な
ど
で
作
成
し
、
郵
送

で
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
申
告
の
手
引
き
に
記
載

例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
な
ど
の
複
雑
な
計

算
が
必
要
な
申
告
の
場
合
、

税
務
署
で
の
申
告
を
案
内
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▪
提
出
期
限
＝
３
月
16
日（
月
）

▪
申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

①
給
与
や
公
的
年
金
な
ど
の
収

入
が
あ
る
人
→
給
与
や
公
的

年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

②
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど

の
収
入
が
あ
る
人
→
収
入
、

経
費
が
分
か
る
明
細
書
や
領

収
書
な
ど
の
資
料

③
各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る

人
→
生
命
保
険
料
の
支
払
証

明
書
な
ど
、
各
種
控
除
を
確

認
で
き
る
資
料

④
通
帳
な
ど
口
座
番
号
が
確
認

で
き
る
も
の

⑤
申
告
書
と
扶
養
親
族
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）と
、

申
告
者
の
本
人
確
認
書
類

《
本
人
確
認
書
類
の
例
》

・・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ

る
人
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な

い
人
…
次
の
２
点
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

⑴
通
知
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

の
写
し
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住民税試算
システム

▶２月２日（月）が納期限の市税などは、次のとおりです。
・・国民健康保険税（第７期）
・・介護保険料（第７期）
・・後期高齢者医療保険料（第７期）
▶口座振替日は、１月26日（月）です。口座振替を利用してい

る皆さんは、１月23日（金）までに納税通知書などに記載さ
れた税額と、口座の残高をご確認ください。

▶納付は便利で簡単、安心な口座振替を推奨します！
　 便利 	  金融機関などへ納付に行く手間なし！
　 簡単 	  一度の手続きで翌年度以降も自動継続！
　 安心 	  納期限ごとの自動引き落としで納め忘れなし！
▶納期限までの納付が困難な人は、税務課

収納係までご相談ください。
問税務課収納係

（☎内線157、158、161）

忘れずに納めましょう！

納期限、納付方法については
こちらをご確認ください

⑵
運
転
免
許
証
、
公
的
医
療
保

険
の
被
保
険
者
証
な
ど

※
必
要
な
書
類
が
な
い
と
申
告

の
受
け
付
け
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▪
収
入
が
な
く
て
も
申
告
が
必

要
な
場
合

　
令
和
７
年
中
に
収
入
が
無
い

場
合
で
も
、
市
民
税
・
県
民
税

の
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が
適
用

さ
れ
な
か
っ
た
り
、
保
育
料
の

算
定
な
ど
に
影
響
が
あ
っ
た
り

し
ま
す
。

　
ま
た
、
課
税
証
明
書
を
発
行

す
る
た
め
に
は
、
申
告
が
必
要

で
す
。

▪
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
皆
さ
ん
へ

　

公
的
年
金
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の

場
合
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は

不
要
で
す
。
た
だ
し
、市
民
税・

県
民
税
は
申
告
が
必
要
で
す
。

※
各
種
控
除
を
適
用
し
て
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

は
、確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

※
「
令
和
７
年
分
公
的
年
金
等

の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申

告
書
」
を
日
本
年
金
機
構
に

提
出
し
て
い
な
い
人
は
、
扶

養
控
除
な
ど
が
適
用
さ
れ
て

い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

適
用
状
況
は
お
手
元
の
「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▪
次
の
場
合
は
、
税
務
署
で
の

申
告
が
必
要
で
す

・・
青
色
申
告
を
す
る
場
合

・・
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
申
告
を
す
る
場
合

▪
確
定
申
告
が
必
要
な
皆
さ
ん

へ
　
大
船
渡
税
務
署
で
は
、
確
定

申
告
の
申
告
書
作
成
会
場
を
開

設
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
２
月
16
日
（
月
）
～

３
月
16
日
（
月
）

※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く

▼
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
当
日
の
相
談
枠
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
。
事
前
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

か
ら
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
予
約
に
は
、
国
税

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

の
友
だ
ち
追
加
が
必
要
で
す
。

※
ご
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
人
は
、
会
場
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
し
た

人
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か

ら
申
告
書
を
作
成
し
、
ｅ
‒

Ｔ
ａ
ｘ
で
提
出
い
た
だ
き
ま

す
。こ
の
際
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
設
定
し
た
２
種
類

の
パ
ス
ワ
ー
ド
と
電
子
証
明

書
が
必
要
で
す
。
無
効
化
さ

れ
て
い
な
い
か
を
来
場
前
に

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
ｅ
‒
Ｔ
ａ
ｘ
で
自
宅
か
ら
い

つ
で
も
申
告
で
き
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利

用
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
自
宅
か
ら
24
時
間

い
つ
で
も
申
告
が
可
能
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
で
申

告
書
の
作
成
が
ス
ム
ー
ズ
に

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す

る
と
、
医
療
費
や
ふ
る
さ
と
納

税
な
ど
の
情
報
が
自
動
入
力
さ

れ
、
申
告
書
を
ス
ム
ー
ズ
に
作

成
で
き
ま
す
。
※
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
の
利
用
に
は
事
前
準

備
が
必
要
で
す
。

▼
確
定
申
告
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
先
＝
大
船
渡
税
務
署

（
☎
26
・
３
４
８
１
）

国税庁e-Taxキャラクター　イータ君


